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韮
崎
市
水
道
事
業
は
、

上
水
道
事
業
創
設
以
来
、

安
全
・
清
浄
・
低
廉
な

水
道
水
の
安
定
供
給
に

努
め
て
き
ま
し
た
が
、

将
来
に
わ
た
り
安
全
で

安
定
し
た
水
道
水
の
供

給
を
行
っ
て
い
く
た
め
、

ま
た
、
水
道
施
設
の
維

持
・
管
理
、
更
新
費
用

に
充
て
る
た
め
６
月
検

針
分
よ
り
平
均
改
定
率

11
．
1
％
の
水
道
料
金

に
改
定
す
る
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。

水
道
事
業
の
経
営
状
況
に
つ
い
て

　

水
道
事
業
の
経
営
状
況
（
平
成

18
年
度
決
算
）
に
つ
い
て
、
支
出

面
で
は
塩
川
ダ
ム
受
水
費
が
大
き

な
ウ
エ
イ
ト
を
占
め
て
い
る
中
、

自
己
水
源
に
係
る
動
力
費
や
人
件

費
な
ど
の
固
定
経
費
の
節
減
に
努

め
運
営
し
て
い
ま
す
。

　

一
方
、
収
入
面
を
み
る
と
使
用

水
量
の
伸
び
が
鈍
化
し
て
い
る
こ

と
に
加
え
、
平
成
20
年
度
に
上
昇

す
る
塩
川
ダ
ム
か
ら
の
受
水
単
価

な
ど
に
よ
り
、
今
後
も
一
般
会
計

か
ら
の
補
助
金
に
よ
り
収
支
の
バ

ラ
ン
ス
を
保
っ
て
く
厳
し
い
状
況

が
続
く
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

※
詳
細
は
、
５
月
に
配
布
予
定
の

　

新
料
金
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
お
問
い
合
わ
せ

　

上
下
水
道
課
水
道
管
理
担
当

（
内
線
６
１
６
～
６
１
８
）

　

６月より水道料金が改定されます
水道水の安定供給のために

種別
基本
水量

基本
料金

超過料金
（1 ㎥につき）

一般
専用

20 ㎥ 2,288 円

21 ㎥～ 100 ㎥
143 円 85 銭

101 ㎥～ 400 ㎥
200 円 55 銭

401 ㎥～
255 円 15 銭　

新料金表（２カ月分）

平成１８年度決算状況

　

益
者
負
担
金
が
か
か
り
ま
す
。

◇
平
成
13
年
４
月
以
降
に
合
併
処

　

理
浄
化
槽
を
設
置
さ
れ
た
方
が
、

　

供
用
開
始
後
３
年
以
内
に
下
水

　

道
に
接
続
し
た
場
合
、「
排
水

　

設
備
設
置
費
補
助
要
綱
」
の
補

　

助
対
象
と
な
り
ま
す
。

■
下
水
道
事
業
全
体
計
画
の

　

変
更
に
つ
い
て

　

市
で
は
、
限
り
あ
る
財
源
で
、

効
率
的
に
事
業
が
進
め
ら
れ
る
よ

う
、
平
成
19
年
度
に
左
表
の
と
お

り
、
下
水
道
事
業
全
体
計
画
の
見

直
し
を
行
い
ま
し
た
。

※
詳
細
に
つ
い
て
は
、
下
水
道
担

　

当
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
下
水
道
の
供
用
開
始
区
域

　

拡
大
に
つ
い
て

　

平
成
19
年
度
に
、

大
草
・
竜
岡
町
で

行
わ
れ
た
下
水
道

工
事
は
、
３
月
末

を
も
っ
て
完
了
し
、

供
用
が
開
始
さ

れ
ま
し
た
。
今
回
の
工
事
に
よ
り
、

４
月
か
ら
新
た
に
３
８
０
世
帯
が
、

下
水
道
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

下
水
道
工
事
は
公
共
水
域
の
水

質
保
全
を
目
的
に
、
み
な
さ
ん
の

貴
重
な
税
金
を
財
源
に
進
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
下
水
道
が
使
用
で
き

る
区
域
に
お
住
ま
い
の
方
は
、
速

や
か
に
下
水
道
へ
の
接
続
を
お
願

い
し
ま
す
。

　

な
お
接
続
に
あ
た
っ
て
は
、
次

の
事
項
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◇
接
続
に
は
工
事
指
定
店
に
よ
る

　

申
請
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
工

　

事
費
は
個
人
負
担
と
な
り
ま
す
。

※
接
続
工
事
費
の
融
資
を
斡
旋
す

　

る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

◇
こ
の
４
月
よ
り
供
用
開
始
さ
れ

　

た
地
区
に
下
水
道
が
使
用
で
き

　

る
土
地
を
お
持
ち
の
方
は
、
受

下
水
道
事
業
に
ご
協
力
を

■
合
併
処
理
浄
化
槽
設
置
促
進
事

　

業
の
対
象
区
域
変
更
に
つ
い
て

　

下
水
道
全
体
計
画
の
見
直
し
に

関
連
し
て
、
現
在
運
用
さ
れ
て
い

る
合
併
処
理
浄
化
槽
設
置
促
進
事

業
の
対
象
区
域
が
拡
大
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
事
業
は
、

下
水
道
計
画
の

区
域
外
に
、
50

人
槽
以
下
の
合

併
処
理
浄
化
槽

を
設
置
さ
れ
る

方

を

対

象

に
、

工
事
費
の
一
部

を
補
助
す
る
制

度
で
す
。（
下
表

参
照
）

　

今
回
、
下
水
道

処
理
区
域
よ
り
除

外
さ
れ
た
地
区
は
、

こ
の
制
度
の
対
象

と
な
り
ま
す
の
で
、

水
質
保
全
の
た
め

に
合
併
処
理
浄
化
槽
の
普
及
に
ご

協
力
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
今
年
度
か
ら
合
併
処
理

浄
化
槽
設
置
促
進
事
業
に
つ
い
て

は
、
上
下
水
道
課
下
水
道
担
当
で

取
扱
い
ま
す
の
で
、
詳
細
に
つ
い

て
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
お
問
い
合
わ
せ

　

上
下
水
道
課
下
水
道
担
当

（
内
線
６
１
３
・
６
１
４
）

下水道の処理区域に追加される地区

・都市計画区域内および隣接地の工場
　用地を含む既存宅地
・御勅使工業地域の事業所および周辺
　宅地

下水道の処理区域から除外される地区

・穂坂町の一部
（上の原、権現沢の一部、日之城、柳
　平、三之蔵、上今井、原、長久保）
・中田町の一部
（上野および小田川の一部）
・円野町、清哲町、穴山町（石水の一
　部を除く）の全域

人槽区分 補助限度額

5 人槽まで 332,000 円

6 人槽～ 7 人槽 414,000 円

8 人槽～ 50 人槽 548,000 円

公
共
水
域
の
水
質
保
全
の
た
め
に

※公衆用浴場、および臨時の量水器使用
　量は据え置き

合計　815,845千円 合計　814,984千円

収益的
支　出

収益的
収　入

水道使用料（68.1％）
555,385 千円

加入金・
設計審査
手数料
（6.8%）
55,279 千円

一般会計補助金
（23.4%）
190,687 千円

他会計負担金（1.0%）
8,025 千円

その他（0.8%）
6,469 千円

動力費（3.1%）
25,486 千円

職員給与費（7.6%） 
62,273 千円

通信運搬費（0.7%）
6,105 千円

修繕費（5.6%）
45,664 千円
委託料（2.6%）
20,920 千円

塩川ダム受水費・
企業団負担金
（38.9%）

316,999 千円

塩川ダム受水費・
企業団負担金
（38.9%）

316,999 千円減価償却費等
（24.0%）
195,567 千円

企業債利子
（14.2%）
115,516 千円

その他（3.2%）26,454 千円
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　 今 年 も ４ 月 よ り、
中央公園でミニＳＬ
の 運 行 を 行 い ま す。
　実物の１０分の１
ス ケ ー ル の Ｓ Ｌ が、
石炭を焚いて煙を吐
きながら、緑の林の
中にある全長 ２４２
ｍの線路を力強く走
り抜けます。
　ご家族でミニＳＬ
に乗車してみません
か？　ぜひ、遊びに
きてください。

　■時　間　１０～１６時
　■場　所　中央公園　ミニＳＬ乗り場
　■運　賃　大人・子ども共に１回１００円
　　※３歳以下は無料（保護者の同乗が必要です）
　　※今年から「こどもの日」は乗車無料

家族や友達と出かけよう！ 春のイベント案内

信玄公祭り甲州軍団出陣
　武田２４将の１人、甘利
備前守虎泰（石井錦一市議
会議長）と共に、韮崎市商
工会青年部のみなさん扮す
る虎泰隊の武者総勢４０名
が参加し、信玄公祭り・甘
利備前守虎泰隊の出陣式を行います。
　当日は、韮崎市での出陣式の後、甲府市で行われ
る甲州軍団出陣に参加します。勇ましく繰り広げら
れる戦国絵巻を、ぜひご覧ください。

　■日　時　４月５日（土）１２時～
　■会　場　韮崎駅前ロータリー
　　　　　　※雨天時はショッピングセンター「ル
　　　　　　　ネス」１階ロビーで開催されます。

新府桃の花見会

深田祭

運行日（日曜・祝祭日）
4 月 6 13 20 27 29
5 月 3 4 5 6 11 18 25
6 月 1 8 15 22 29
7 月 6 13 20 21 27
8 月 3 10 17 24 31
9 月 7 14 15 21 23 28

10 月 5 12 13 19 26

第１回穴山さくら祭り

　一面がピンク色に
染まる新府桃源郷で、
親子絵描き大会や地
元 特 産 品 販 売 コ ー
ナーなどを行う「新
府桃の花見会」が開
催されます。
　当日、会場周辺は
交通規制となります
ので、中央公園から
シャトルバスをご利
用ください。

　■日　時　４月１３日（日）８時～
　■会　場　新府共選場

　「日本百名山」の著者である深田久弥氏の遺徳を
偲んで、碑前祭と記念登山を開催します。
　当日は、深田記念公園内において地元特産品販売
も行います。
　記念登山に参加する方は、山登りので
きる服装で、昼食と雨具をご持参くださ
い。（地元山岳会メンバーも参加します）

　■日　時　４月２０日（日）
　　◇記念登山受付　８時～（随時出発・自由参加）
　　◇碑前祭　１４～１５時
　■会　場　深田記念公園（駐車場３０台）
　　　　　　※韮崎駅より送迎バスあり
　■参加費　１, ０００円（バッチ・軽食付）
　　　　　　※限定２００名

　市では、平成１６年度か
ら建設を進めてきた「穴山
さくら公園」の完成を祝い、
竣工式を行います。
　これに併せ、穴山町で
は「第１回穴山さくら祭り」
を開催します。みなさんも
お花見を兼ねて、ぜひ遊び
にきてください。

　■日　時　４月１２日（土）
　　◇竣工式　１０時～
　　◇穴山さくら祭り　竣工式終了後～１５時
　■会　場　穴山さくら公園（ＪＲ穴山駅南側）
　■内　容    「穴山観光小唄」歌碑除幕式、音楽サー
　　　　　　クルによる演奏、地域特産品販売、餅
　　　　　　つき大会、甘酒・豚汁のサービスなど

■お問い合わせ
　商工観光課観光担当（内線２２９・２３０）

ミニSLが走っています！

■お問い合わせ
　建設課都市計画担当（内線２５０・２５１）

　※雨天の場合は運休することがあります。
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４

月

よ

り

「
子
ど
も
・
ひ
と

り
親
家
庭
・
重

度
心
身
障
害
者

医
療
費
助
成
制

度
」
が
変
わ
り
、

医
療
機
関
で
の
窓
口
負
担
が
、
原

則
、
無
料
化
さ
れ
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
方
に
は
、既
に
「
受

給
者
証
」
を
送
付
し
ま
し
た
の
で
、

お
手
元
に
届
き
ま
し
た
ら
記
載
事

項
を
確
認
し
、
間
違
い
や
異
動
が

あ
っ
た
場
合
に
は
、
国
保
医
療
担

当
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

窓
口
で
の
医
療
費
一
時
負
担
が

必
要
と
な
る
場
合

　

次
に
該
当

す
る
場
合
は
、

医
療
機
関
の

窓
口
で
医
療

費
の
一
時
負

担
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
そ
の
後
、

申
請
に
よ
り
支
払
っ
た
医
療
費
が

助
成
さ
れ
ま
す
。

◇
医
療
機
関
の
窓
口
に
お
い
て
、

　

加
入
し
て
い
る
「
医
療
保
険
証
」

　

と
「
受
給
者
証
」
を
提
示
で
き

　

な
い
場
合

※
自
立
支
援
医
療
（
更
生
医
療
、

　

精
神
通
院
医
療
、
育
成
医
療
）

　

や
特
定
疾
病
な
ど
、
公
費
負
担

　

医
療
の
受
給
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ

　

の
「
公
費
負
担
医
療
の
受
給
者

　

証
」
も
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

◇
山
梨
県
外
の
医
療
機
関
で
受
診

　

す
る
場
合

◇
「
全
国
歯
科
医
師
会
国
保
組
合
」、

　

「
山
梨
県
医
師
国
保
組
合
」、「
全

　

国
土
木
建
築
国
保
組
合
」、「
中

　

央
建
設
国
保
組
合
」
以
外
の
国

　

保
組
合
に
加
入
し
て
い
る
場
合

◇
療
養
費
の
支
給
対
象
と
な
る
療

　

養
（
柔
道
整
復
師
、
は
り
、
灸

　

な
ど
の
施
術
、
コ
ル
セ
ッ
ト
の

　

購
入
な
ど
）
を
受
け
る
場
合

◇
国
保
の
「
資
格
証
明
書
」
を
提

　

示
し
た
場
合

医
療
費
助
成
の

対
象
外
と
な
る
場
合

　

「
子
ど
も
・
ひ

と
り
親
家
庭
・

重
度
心
身
障
害

者
医
療
費
助
成

制

度

」

で

は
、

医
療
保
険
の
対

象
と
な
る
医
療
費
の
み
が
適
用
と

な
り
、
次
の
よ
う
な
場
合
に
は
助

４
月
か
ら
窓
口
負
担
無
料
化
に

子
ど
も
・
ひ
と
り
親
家
庭
・
重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
制
度

成
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

◇
歯
科
な
ど
の
自
由
診
療
、
予
防

　

接
種
、
人
間
ド
ッ
ク
費
用
、
証

　

明
書
の
作
成
料
な
ど

◇
入
院
時
の
食
事
療
養
費
、
生
活

　

療
養
費
、
差
額
ベ
ッ
ド
代
な
ど

◇
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー

　

の
「
災
害
共
済
給
付
制
度
」
を

　

利
用
し
て
受
診
す
る
場
合

◇
交
通
事
故
な
ど
第
３
者
の
加
害

　

に
よ
る
受
診
の
場
合

助
成
金
の
支
払
い
に
つ
い
て

　

助
成
金
に
つ

い
て
は
、
申
請

月
の
翌
月
末
を

目
安
に
お
支
払

い
し
て
い
ま
す

が
、
３
～
４
月

に
申
請
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、

制
度
改
正
に
伴
う
シ
ス
テ
ム
改
修

の
た
め
、
支
払
い
が
遅
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

　

ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、

ご
承
知
お
き
く
だ
さ
い
。

■
お
問
い
合
わ
せ

　

市
民
課
国
保
医
療
担
当

（
内
線
１
２
７
～
１
２
９
）

　

誰
も
が
将
来
に
わ
た

り
安
心
し
て
医
療
保
険

を
利
用
で
き
る
よ
う
、

４
月
か
ら
医
療
保
険
制

度
の
大
幅
な
改
正
が
行

わ
れ
ま
す
。

　

国
保
税
の
算
定
・
徴

収
方
法
に
つ
い
て
お
知

ら
せ
し
ま
す
の
で
、
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

課
税
方
法
に
つ
い
て

　

後
期
高
齢
者
医
療
制

度
開
始
に
伴
い
、
後
期

高
齢
者
医
療
支
援
分
を

加
え
た
３
つ
の
合
計
額

が
国
保
税
と
し
て
課
税

さ
れ
ま
す
。【
図
１
】

◇
医
療
保
険
分

◇
介
護
保
険
分
（
40
～
64
歳
の
方
）

◇
後
期
高
齢
者
医
療
支
援
分

※
平
成
20
年
度
の
国
保
税
率
は
、

　

追
っ
て
お
知
ら
せ
し
ま
す

納
期
が
10
期
か
ら
８
期
に

　

従
来
、
国
保
税
の
課
税
は
前
年

度
の
保
険
税
に
基
づ
き
算
定
し
た

暫
定
額
（
仮
算
定
）
と
、
確
定
し

た
年
税
額
（
本
算
定
）
を
用
い
、

計
10
期
に
分
け
て
課
税
し
て
い
ま

し
た
が
、
本
年
度
か
ら
本
算
定
の

み
を
行
い
、
７
月
～
翌
年
２
月
に

計
８
期
の
納
期
に
よ
り
課
税
さ
れ

ま
す
。【
表
１
】

特
別
徴
収
が
始
ま
り
ま
す

　

次
の
条
件
を
全
て
満
た
す
方
は
、

保
険
税
の
納
付
が
、
原
則
、
特
別

徴
収
（
年
金
か
ら
の
天
引
き
）
と

な
り
ま
す
。

◇
国
保
加
入
者
が
65
歳
以
上
の
み

　

の
世
帯

◇
年
金
給
付
額
が
年
額
18
万
円
以

　

上
の
世
帯
主
（
国
保
に
加
入
し

　

て
い
な
い
世
帯
主
を
除
く
）

◇
国
保
の
保
険
税
と
介
護
保
険
料

　

を
合
算
し
た
額
が
、
年
金
給
付

　

額
の
半
分
未
満
の
方

※
条
件
に
該
当
し
な
い
方
は
、
納

　

付
書
、
ま
た
は
口
座
振
替
に
よ

　

る
納
付
と
な
り
ま
す
。 

■
お
問
い
合
わ
せ

　

市
民
課
国
保
医
療
担
当

（
内
線
１
２
７
～
１
２
９
）

安心して医療を受けていくために
４月から国保制度が改正されます

【図１】国保税内訳

国保税 医療保険 介護保険＋＝改
正
前

＋＝国保税 医療保険 介護保険 後期高齢
支 援 金＋

改
正
後

【表１】納期について

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

改正前
納　期

－ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

仮算定 本算定

改正後
納　期

－ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

本算定
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障
害
を
お
持
ち
の
方

が
、
普
通
に
暮
ら
せ
る
地

域
づ
く
り
を
目
指
し
「
峡

北
地
域
障
害
者
自
立
支

援
協
議
会
」
が
設
置
さ
れ

ま
し
た
。

　

こ
れ
は
障
害
を
お
持

ち
の
方
や
、
そ
の
保
護
者

の
方
か
ら
の
相
談
や
悩

み
事
に
応
じ
る
「
相
談
支

援
事
業
」
で
挙
げ
ら
れ
た

相
談
内
容
を
基
に
、
地
域

福
祉
な
ど
に
つ
い
て
考

え
る
会
議
の
場
と
し
て
、
韮
崎
市
・

北
杜
市
が
共
同
で
設
置
し
ま
し
た
。

　

な
お
、「
相
談
支
援
事
業
」
は
、

障
害
を
お
持
ち
の
方
が
自
立
し
た

日
常
生
活
、
社
会
生
活
を
送
れ
る

よ
う
支
援
し
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

峡北地域障害者自立支援協議会
地域福祉を考える

■
相
談
日
時
・
場
所

　

次
の
３
つ
の
事
業
所
で
月
～
金

　

曜
日
に
、
随
時
相
談
を
受
け
付

　

け
て
い
ま
す
。

※
た
だ
し
、
祝
日
は
除
き
ま
す
。

◇
陽
だ
ま
り
（
穴
山
町
、
長
坂
町
）

　

９
～
18
時

☎
３
２
ー
０
０
３
５

◇
あ
さ
ひ
ワ
ー
ク
ホ
ー
ム
（
旭
町
）

　

８
時
30
分
～
17
時
30
分

☎
２
２
ー
７
４
４
４

◇
み
だ
い
寮
（
旭
町
）

　

９
～
18
時

☎
０
５
５
ー
２
８
５
ー
４
２
９
２

タ
ク
シ
ー
利
用
券
を
交
付
し
ま
す

重
度
障
害
を
お
持
ち
の
方
へ

　

市
で
は
、
在
宅

の
重
度
心
身
障
害

者
（
児
）
の
方
の

社
会
参
加
の
促
進

と
、
生
活
圏
の
拡

大
を
支
援
す
る
た
め
、
タ
ク
シ
ー

利
用
料
金
の
一
部
を
「
利
用
券
」

に
よ
り
助
成
し
て
い
ま
す
。
タ
ク

シ
ー
利
用
券
の
申
請
は
４
月
１
日

よ
り
受
け
付
け
ま
す
。

■
利
用
券
交
付
対
象
者

◇
身
体
障
害
者
手
帳１

・
２
級
所
持
者

◇
療
育
手
帳　

Ａ
所
持
者

※
た
だ
し
、
施
設
入
所
者
や
自
動

　

車
・
軽
自
動
車
税
の
減
免
を
受

　

け
て
い
る
方
は
除
き
ま
す
。

■
交
付
枚
数　

年
間
24
枚

※
腎
臓
機
能
障
害
１
級
手
帳
所
持

　

者
に
つ
い
て
は
年
間
36
枚

※
年
度
途
中
に
申
請
し
た
場
合
は
、

　

月
割
と
な
り
ま
す
。

■
利
用
券
使
用
方
法

　

１
回
の
乗
車
に
つ
き
利
用
券
１

　

枚
（
６
３
０
円
割
引
）
を
使
用

　

で
き
ま
す
。
乗
車
の
際
は
手
帳

　

を
提
示
の
う
え
、
使
用
し
て
く

　

だ
さ
い
。
な
お
、
心
身
障
害
者

　

タ
ク
シ
ー
運
賃
割
引
（
手
帳
提

　

示
時
１
割
引
）
も
併
せ
て
使
用

　

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
申
請
方
法

　

身
体
障
害
者
手
帳
、
ま
た
は
療

　

育
手
帳
と
印
鑑
を
ご
持
参
の
う

　

え
、
社
会
福
祉
担
当
窓
口
で
申

　

請
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
書
は
社
会
福
祉
担
当
窓
口

　

に
用
意
し
て
あ
り
ま
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ

　

福
祉
課
社
会
福
祉
担
当

（
内
線
１
７
６
・
１
７
７
）

※
別
表
の
資
格
要
件
は
、
昭
和
36

　

年
４
月
２
日
以
後
に
日
本
国
籍

　

を
取
得
し
た
方
に
準
用
し
ま
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ
・
お
申
し
込
み

◇
高
齢
者
関
係

　

福
祉
課
福
祉
介
護
担
当

（
内
線
１
７
８
～
１
８
０
）

◇
障
害
者
関
係

　

福
祉
課
社
会
福
祉
担
当

（
内
線
１
７
５
～
１
７
７
）

　

市
で
は
、
公
的
年
金
な
ど
の
支

給
を
受
け
ら
れ
な
い
外
国
籍
の
高

齢
者
お
よ
び
障
害
者
な
ど
の
福
祉

増
進
を
図
る
た
め
、
福
祉
給
付
金

を
支
給
し
ま
す
。

■
対
象
者

　

本
市
で
の
住
民
登
録
、
ま
た
は

　

外
国
人
登
録
を
行
な
っ
て
１
年

　

を
経
過
し
て
い
る
方
で
、
別
表

　

の
資
格
要
件
に
該
当
す
る
方
。

福
祉
給
付
金
が
支
給
さ
れ
ま
す

外
国
籍
な
ど
の
高
齢
者
・
障
害
者
の
方
へ

資格要件 支給月額

大正１５年４月１日以前に生まれた在日外国人の方。

１０, ０００円明治４４年４月２日～大正１５年４月１日に生まれ、昭

和３６年４月２日以後に外国から日本国内に転入届けを

提出した方。

昭和３７年１月１日以前に生まれた、重度または中度障

害者で、昭和５７年１月１日前に重度障害者となった在

日外国人の方、または障害になった初診日が昭和５７年

１月１日前で、同日以後重度障害者となった在日外国人

の方。

※初診日に日本国内に住所の無かった方は対象外
１５, ０００～

２０, ０００円

※障害の程度

　による

昭和２２年１月１日以前に生まれ、昭和５７年１月１日

～昭和６１年３月３１日に重度障害者となった在日外国

人の方、または昭和６１年４月１日以後重度障害者とな

り、障害になった初診日が同日前の在日外国人の方。

※初診日に日本国内に住所の無かった方は対象外

重度障害者である日本国籍の方で、障害になった初診日

が昭和３６年４月１日～昭和６１年３月３１日であり、

障害になった初診日に日本国内に住所を有しなかった方。

※初診日に日本国籍を取得していない方は対象外

※重度障害者とは、身体障害者手帳１・２級、療育手帳Ａ―１・２・３、

　または精神障害者福祉手帳１級に該当する方。中度障害者とは、身体障

　害者手帳３級、療育手帳Ｂ―１、または精神障害者福祉手帳２級に該当

　する方。

連絡調整会議

就
労
支
援

部
会

地
域
移
行

促
進
部
会

障
害
児

支
援
部
会

相
談
支
援

部
会

峡北地域障害者自立支援協議会

相談支援事業

峡北地域障害者自立支援
協議会組織図
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予防接種は最低限のルールです
　狂犬病は、病気に感染した犬
などが人を咬んだときに、起こ
る病気です。発病すると高い死
亡率を示すうえ、根本的な治療
方法がない恐ろしい病気です。

　このため、犬の飼い主には毎年１回狂犬病予防注
射を受けさせることが、義務付けられています。

予防接種を受けるには
　市では、下表のとおり予防注射と犬の登録を実
施します。市から郵送されるハガキと必要な料金
を持参し、都合の良い会場へお越しください。
　また動物病院で注射を受けさせる場合には、「狂
犬病予防注射済証」を受け取り、「注射済票」の交
付手数料１頭につき５５０円を用意のうえ、環境
保全担当窓口で手続きを行ってください。

　

国
民
年
金
は
、

日
本
国
内
に
住

ん
で
い
る
20
歳

以
上
60
歳
未
満

の
方
す
べ
て
が

加
入
す
る
制
度
で
す
。

　

必
要
な
届
出
を
忘
れ
る
と
、
将

来
受
け
取
る
年
金
が
減
額
さ
れ
た

り
、
受
給
で
き
な
く
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

　

次
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
忘

れ
ず
に
届
出
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

◇
厚
生
年
金
保
険
や
共
済
組
合
に

　

加
入
し
て
い
な
い
方
が
、
20
歳

　

に
な
っ
た
と
き

◇
収
入
が
１
３
０
万
円
以
上
に
な

　

り
、
会
社
員
や
公
務
員
な
ど
の

国
民
年
金
の
手
続
き
を
お
忘
れ
な
く

　

被
扶
養
配
偶
者
で
な
く
な
っ
た

　

と
き

◇
配
偶
者
（
扶
養
者
）
が
退
職
し
、

　

会
社
員
や
公
務
員
な
ど
の
被
扶

　

養
配
偶
者
で
な
く
な
っ
た
と
き

◇
60
歳
に
な
る
前
に
、
会
社
な
ど

　

を
退
職
し
た
と
き
（
厚
生
年
金

　

保
険
や
共
済
組
合
の
被
保
険
者

　

で
は
な
く
な
っ
た
と
き
）

　

な
お
、
会
社
員
や
公
務
員
の
被

扶
養
配
偶
者
に
な
る
と
き
は
、
配

偶
者
（
扶
養
者
）
の
勤
務
先
へ
届

出
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

■
お
問
い
合
わ
せ

◇
市
民
課
市
民
担
当　
　
　
　

（
内
線
１
２
３
～
１
２
６
）

戸籍、住民票などの交付・届出に

　最近、第３者が本人になりすまして
虚偽の届出を行ったり、不正に他人の
住民票や戸籍の証明書を取得するとい
う事件が起きています。
　そこで、このような事態を防止する
ため、５月から住民基本台帳法、戸籍
法が一部改正され、戸籍・住民票など
の交付請求や、届出を行う際に、窓口
での本人確認を強化することになりま
した。
　本人確認は、写真付の公的身分証明
書（運転免許証、パ
スポート）などで行
いますので、忘れず
に持参してください。

■お問い合わせ
　市民課市民担当
　（内線１２３～１２６）

本人確認が必要になります！

日時 場　　　所

4 月 19 日（土） 9：00 ～ 12：00 市役所庁舎裏駐車場

4 月 21 日（月）

9：00 ～ 10：00 フジミモールやまと南側駐車場 

10：20 ～ 10：50 岩下公民館 

11：10 ～ 11：40 上ノ山公民館

13：00 ～ 14：00 市営体育館駐車場

14：20 ～ 14：50 商工会館前駐車場

15：10 ～ 15：50 富士見ヶ丘公民館

4 月 22 日（火）

9：00 ～ 10：30 藤井公民館

10：50 ～ 11：40 駒井極楽寺 

13：00 ～ 14：00 中田公民館

14：20 ～ 15：00 小田川ゲートボール場前

15：20 ～ 15：50 久保公民館

4 月 23 日（水）

9：00 ～ 10：00 若尾公民館 

10：20 ～ 11：30 JA 梨北大草共選所

13：00 ～ 13：40 若尾新田公民館

13：50 ～ 14：30 坂の上公民館

14：40 ～ 16：10 竜岡公民館

4 月 24 日（木）

9：00 ～  9：40 神山体育館駐車場

10：00 ～ 10：40 鍋山公民館

11：00 ～ 11：50 金山神社

13：00 ～ 13：50 旭公民館

14：10 ～ 15：10 南割公民館

狂犬病予防注射日程（１班）

日時 場　　　所

4 月 21 日（月）

9：00 ～  9：40 上の原公民館

10：00 ～ 10：40 日之城公民館

11：00 ～ 11：40 三之蔵公民館

13：00 ～ 14：00 穂坂コミュニティーセンター

14：20 ～ 15：00 柳平公民館

15：20 ～ 15：50 原公民館北側広場

4 月 22 日（火）

9：00 ～  9：40 坂井公民館

10：00 ～ 10：30 中条上野公民館

10：50 ～ 11：50 デイサービスなごみの郷入口

13：00 ～ 13：40 上円井公民館

13：50 ～ 14：50 旧 JA 梨北円野支所裏

15：10 ～ 15：40 入戸野公民館

4 月 23 日（水）

9：00 ～ 10：00 JA 梨北本所南側駐車場

10：20 ～ 11：00 祖母石公民館

11：20 ～ 11：50 折居公民館奥公園

13：20 ～ 14：00 JA 梨北韮崎西支店

14：20 ～ 14：50 御杉公民館

15：10 ～ 15：40 泉勝院

狂犬病予防注射日程（２班）

内　　　訳 登録済の犬 新規登録の犬

注 射 料 金 ２, ８５０円 ２, ８５０円

注 射 済 票 ５５０円 ５５０円

登録手数料 ０円 ３, ０００円

合　　　計 ３, ４００円 ６, ４００円

狂犬病予防注射・登録諸経費

■お問い合わせ
　市民課環境政策担当（内線１３１・１３２）

狂犬病予防注射の実施について
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市
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
の
第

2
回
参
加
申
込
を
開
始
し

ま
す
。

　

公
売
物
件
や
オ
ー
ク
シ

ョ
ン
へ
の
参
加
方
法
な
ど

は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
公
売
物
件
の
下

見
会
を
開
催
し
ま
す
の

で
、
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

※
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

　

ト
に
接
続
可
能

　

な
パ
ソ
コ
ン
で

　

の
み
の
ご
利
用

　

と
な
り
ま
す
。

■
下
見
会
の
日
時
・
会
場

　

４
月
16
日
（
水
）・
17
日
（
木
）

　

10
～
15
時

※
12
～
13
時
を
除
く

　

市
役
所
別
館
３
０
１
会
議
室

あなたも参加しませんか

■
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
参
加
申
込
期
間

　

４
月
10
日
（
木
）
13
時
～

　

４
月
28
日
（
月
）
17
時

※
申
込
は
、
市
ま
た
は
ヤ
フ
ー
官

　

公
庁
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
の
ホ
ー
ム

　

ペ
ー
ジ
で
、
内
容
を
ご
確
認
の

　

う
え
、
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

■
入
札
期
間

　

５
月
７
日
（
水
）
13
時
～

　

５
月
９
日
（
金
）
13
時

■
買
受
代
金
納
付
期
限

　

５
月
16
日
（
金
）
14
時
30
分

■
お
問
い
合
わ
せ

◇
収
納
課
徴
収
第
１
・
２
担
当

（
内
線
１
６
３
～
１
６
６
）

 

〈http://w
w

w
.city.nirasaki.lg.jp/

　

gyousei/nouki/koubai-top.htm

〉

◇
ヤ
フ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

 

〈http://koubai.auctions.yahoo.　

　

co.jp

〉

「官公庁オークション」

　

市
で
は
、
み
な

さ
ん
の
利
便
性
の

向
上
と
、
ゴ
ミ
収

集
の
効
率
化
を
図

る
た
め
、
４
月
か

ら
ゴ
ミ
の
収
集
日

程
を
見
直
し
ま
し
た
。

　

詳
細
に
つ
い
て
は
、
ご
家
庭
に

配
布
さ
れ
る
「
平
成
20
年
度
ゴ
ミ

収
集
・
資
源
リ
サ
イ
ク
ル
日
程
表
」

を
ご
覧
に
な
り
、
お
間
違
え
の
な

い
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ

　

市
民
課
環
境
政
策
担
当

（
内
線
１
３
１
・
１
３
２
）

ご
確
認
く
だ
さ
い

ゴ
ミ
収
集
日
が
変
わ
り
ま
す

　

市
で
は
、
市
内
に
あ
る
空
き
家

な
ど
の
物
件
情
報
を
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
と
し
て
登
録
し
、
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
通
じ
売
買
・
賃
貸
を
希
望
す

る
方
に
紹
介
す
る
「
空
き
家
バ
ン

ク
」
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
制
度
は
、
市
へ
の
定
住
促

進
や
地
域
の
活
性
化
を
目
的
と
し

て
、
使
わ
れ
ず
に
眠
っ
て
い
る
空

き
家
を
有
効
活
用
す
る
た
め
、
そ

の
売
買
・
賃
貸
に
関
す
る
情
報
提

供
を
す
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。
市
内

に
物
件
を
お
持
ち
の
方
で
「
売
り

た
い
」「
貸
し
た
い
」
と
お
考
え
の

方
は
、
ぜ
ひ
市
役
所
ま
で
情
報
を

お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

■
空
き
家
情
報
の
登
録
方
法

　

関
係
書
類
は
窓
口
に
備
え
付
け

　

て
あ
る
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

　

ジ
か
ら
入
手
す
る
こ
と
が
で
き

　

ま
す
の
で
、「
登
録
申
込
書
」
と

　

「
登
録
カ
ー
ド
」
を
企
画
推
進
担

　

当
ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
お
問
い
合
わ
せ
・
お
申
し
込
み

　

企
画
財
政
課
企
画
推
進
担
当

（
内
線
３
５
５
）

 

〈http://w
w

w
.city.nirasaki.lg.jp/    

　

kurashi/juutaku/akiya.htm

〉

kikaku@
city.nirasaki.lg.jp

空
き
家
を
「
売
り
た
い
方
」「
貸
し
た
い
方
」
募
集

韮
崎
市
空
き
家
バ
ン
ク
制
度

　市では、情報の紹介や必要な連絡調整などを行いますが、「所有者など」と「利用希望者」間で行う物件の賃借・売
買に関する交渉、契約などに関しての仲介行為は行っていません。仲介を希望される方は、

（社）山梨県宅地建物取引協業会への依頼をお勧めいたします。
　なお、宅建協会へ依頼した場合、仲介に係る報酬については、宅地建物取引業法の規
定に基づく額の範囲となります。
　また、「所有者など」と「利用希望者」の両者間で交渉する場合、契約に関するトラブ
ルなどについては、責任をもって当事者間での解決をお願いします。

空き家
提供者

韮崎市

（６）利用希望者への
　　 連絡

（５）利用希望者への
　　 連絡先などを通知

（２）現地調査・確認
　　 バンクへの登録

（４）物件の問い合わせ
　　 利用の申し込み

（３）物件の情報提供
　　 HP などでの PR

物件の説明確認・契約交渉

（１）空き家バンクへの
　　 登録の申し込み

空き家
の利用
希望者

「空き家バンクの流れ」


